
平成 24年度税制改正（租税特別措置）要望事項（新設・拡充・延長） 

（環境省） 

制 度 名 
ＰＣＢ汚染物等無害化処理用設備、石綿含有廃棄物等無害化処理用設
備に係る特別償却の延長 

税 目 所得税、法人税 

要

望

の

内

容 

 
・措置の対象 
ＰＣＢ汚染物等無害化処理用設備、石綿含有廃棄物等無害化処理用設備に係
る特別償却の適用期限の延長 
 
・措置内容 
特別償却措置（初年度８/100） 
 
・関係条文 
租税特別措置法第11条第１項表１、第43条第１項表１ 

 租税特別措置法施行令第５条の 10第１項から第３項まで、第 28条第１項か
ら第３項まで 
 租税特別措置法施行規則第５条の13、第20条の８ 
 昭和48年大蔵省告示第69号別表第１ 
 
 平年度の減収見込額 

（制度自体の減収額） 
－ 百万円 
（－ 百万円） 



新

設

・

拡

充

又

は

延

長

を

必

要

と

す

る

理

由 

○ＰＣＢ汚染物等無害化処理用設備 

⑴ 政策目的 

ＰＣＢ廃棄物を適正に処理する設備を備えた施設を整備することを促進す
る。これにより、ＰＣＢ廃棄物の適正な処理を確保し、もって生活環境の保
全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とするものである。 

 

⑵ 施策の必要性 

ＰＣＢ廃棄物については、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進
に関する特別措置法（以下「ＰＣＢ廃棄物特別措置法」という。）に基づ
き、定められた期限（平成28年７月）までにＰＣＢ廃棄物を処分しなければ
ならないこととされており、早期にかつ確実に処理していく必要がある。 

このうち、微量ＰＣＢ汚染廃電気機器等（平成14年７月にその存在が判明
した、微量のPCBに汚染された絶縁油を使用した電気機器等が廃棄物となっ
たもの）については、平成21年11月に制度改正を行い、従来の都道府県知
事による許可に加え、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下「廃棄物処
理法」という。）における無害化処理に係る特例制度を活用して、環境大臣
が微量ＰＣＢ汚染廃電気機器等の処理業者について認定を行うこととし、Ｐ
ＣＢ廃棄物処理基本計画においても位置付けたところである。微量ＰＣＢ汚
染廃電気機器等の期限内処理の達成のためには、できるだけ早期に処理施設
の導入・整備を促進させる必要があり、本税制による措置が引き続き必要不
可欠である。 

 

○石綿含有廃棄物等無害化処理用設備 

⑴ 政策目的 

 アスベスト問題への対応として、早急に石綿含有廃棄物等の適正な処理施
設の整備を推進し、もって生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを
目的とするものである。 

 

⑵ 施策の必要性 

石綿含有廃棄物等の排出量の増加（ストック量約4000万トン、年間排出量
100万トン以上）が予想される中で、住民の不安を背景とした石綿含有廃棄
物等の忌避に加え、今後、大量に排出されることが予想されている石綿含有
廃棄物等の処理が滞留し（年に数十万トンと予想）、不法投棄や不適正処理
が頻発して、人の健康又は生活環境に深刻な悪影響を及ぼす事態が懸念され
る。このため、石綿含有廃棄物等について無害化処理という新たな処分ルー
トを平成18年の廃棄物処理法の改正によって確立し、取扱いについても厳格
な処理基準を設けたところ。 

 このため、今後の石綿含有廃棄物等による健康被害を拡大しないための対
応の一環として、石綿含有廃棄物等の適正処理を徹底しつつ、税制優遇措置
により今後増大が見込まれる石綿含有廃棄物等の処理に必要な受け皿を確保
する必要がある。 

また、廃石綿等（廃石綿及び石綿が含まれ、若しくは付着している産業廃棄物
のうち、飛散するおそれがあるもの）の埋立処分については、廃石綿等を受け
入れている最終処分場の周辺住民を中心として、処分業者の取り扱いによって
は最終処分場への投入時や転圧時等における二重こん包袋の破袋等により石綿
が飛散する危険性を危惧する声があることから、平成22年の政令改正により、
廃石綿等の埋立処分基準を更に強化したところ。一方で、石綿含有廃棄物等の
排出量の増加が見込まれており、埋立処分以外の処分ルートを早急に確保する
必要がある。したがって、本税制優遇措置により、一刻も早く無害化処理施設
の整備を行うことが必要。 

今

回

の

合 

理 

性 

政 策 体 系 

に お け る 

政策目的の

位 置 付 け 

廃棄物・リサイクル対策の推進 
 
 
 
 



政 策 の 

達成目標 

 
○ＰＣＢ汚染物等無害化処理用設備 

無害化処理施設の設置を進め、ＰＣＢ廃棄物特別措置法に基

づき微量ＰＣＢ汚染廃電気機器等の処理を完了する。 

 

○石綿含有廃棄物等無害化処理用設備 
 無害化処理施設を早急に設置し、石綿含有廃棄物等の無害化
を確実に遂行する。 
 

 

租税特別措

置の適用又

は延長期間 

 
２年間（平成24年４月１日～平成26年３月31日） 
 
 
 

 

同上の期間

中 の 達 成 

目 標 

 
○ＰＣＢ汚染物等無害化処理用設備 
無害化処理施設の設置を進め、微量ＰＣＢ汚染廃電気機器等

の処理を推進する。処理施設の設置については、同上期間内に
おおむね10件が見込まれる。 
 
○石綿含有廃棄物等無害化処理用設備 
無害化処理施設を早急に設置し、石綿含有廃棄物等の無害化

を確実に遂行する。処理施設の設置については、同上期間内に
おおむね４件が見込まれる。 
 

政策目標の

達 成 状 況 

 
○ＰＣＢ汚染物等無害化処理用設備 
微量ＰＣＢ汚染廃電気機器等については、平成 21年 11月に
無害化認定制度の対象となったところであり、平成 23年８月段
階で、無害化処理認定申請件数は５件、認定件数は４件となっ
ている。今後さらに申請件数が増加し、今年度は前回要望時の
目標件数を概ね達成するものと見込まれる。 
 
○石綿含有廃棄物等無害化処理用設備 
平成 23年８月段階で、２社に対し、環境大臣の無害化処理認

定を出しており、目標達成に向け着実に増加しているところ。
無害化処理技術の開発には実証試験用の設備の設計・設置、実
証試験の実施、排ガス・無害化処理物の分析等の試験結果の評
価、生活環境影響調査や住民調整等の事前準備が必要であり、
石綿含有廃棄物等の排出量に応じた処理能力を確保するには、
今後数年程度の期間が必要である。 
 

有 

効 

性 

要 望 の 

措 置 の 

適用見込み 

 
 
○ＰＣＢ汚染物等無害化処理用設備 

処理施設の設置については、同上期間内におおむね 10件が見

込まれる。 

 

○石綿含有廃棄物等無害化処理用設備 

処理施設の設置については、同上期間内におおむね６件が見

込まれる。 

要望の措置

の効果見込

み(手段とし

ての有効性) 

 
期間内に、おおむね220,000トンの処理が見込まれる。 



相 

当 

性 

当該要望項 

目以外の税

制上の支援

措 置 

 
地方税：固定資産税の課税標準の特例 

 

予算上の 

措置等の 

要求内容 

及び金額 

 
・ＰＣＢ廃棄物適正処理対策推進事業 （97,121千円の内数） 
・石綿含有廃棄物等無害化処理技術認定事業  

（11,516千円） 
 

 

上記の予算 

上の措置等 

と要望項目

と の 関 係 

 
上記の予算上の措置は、微量ＰＣＢ汚染廃電気機器等及び石
綿含有廃棄物等の無害化処理技術を認定するなど、ＰＣＢ廃棄
物及び石綿含有廃棄物等の適正処理を促進するための措置であ
るが、事業者の公害防止設備の設置を促進するものではなく、
本要望項目との政策目的上の重複はない。 

要望の措置 

の 妥 当 性 

ＰＣＢ廃棄物・石綿廃棄物の施設は設置時のコストが高額で
あり、税制措置による支援が適当。 
微量ＰＣＢ汚染廃電気機器等については、法に基づく期限内

処理の推進のために、できるだけ早期に処理施設の導入・整備
を促進させなければならない。 
また、石綿含有廃棄物等については、建築物の解体等の増加

により今後大量に排出されることが予想され、石綿含有廃棄物
等の処理が滞留し、不法投棄や不適正処理が頻発し、人の健康
又は生活環境に深刻な悪影響を及ぼす事態が懸念される。その
ことからも円滑かつ安全な処理を確保することが不可欠である
が、その処理方法は事実上、最終処分場に埋め立てる方法に限
られているところであり、一刻も早い無害化処理施設の整備が
求められている。 
仮に本税制優遇措置が延長されなかった場合、有害性のある

これら廃棄物の無害化処理が促進されず、不法投棄や不適正処
理が頻発し、人の健康又は生活環境に深刻な悪影響を及ぼす事
態や最終処分場の逼迫を招くことが想定される。 
 

こ
れ
ま
で
の
租
税
特
別
措
置
の
適
用
実
績
と
効
果
に
関
連
す
る
事
項 

租税特別 

措 置 の  

適用実績 

 
＜過去実績＞ 
○ＰＣＢ汚染物等無害化処理用設備（単位：件）  
平成21年度   ０ 
平成22年度   ０ 
 
○石綿含有廃棄物等無害化処理用設備（単位：件） 
平成19年度   １ 
平成20年度     ０ 
平成21年度     ０ 
平成22年度   １ 
 

租税特別措

置の適用に

よ る 効 果 

(手段として 

の有効性) 

 
無害化認定制度は、平成 18年に創設されたものであり、微量

ＰＣＢ汚染廃電気機器等については、平成 21年 11月に無害化
認定制度の対象となったところ。 
平成 23年８月の段階で、無害化認定を受けた事業者は６社と
なっている。施設の性格上、多くの施設は設置されないが、一
件一件が重要であり、今後さらに申請件数が増加するものと見
込まれる。 
 

前回要望時 

の達成目標 

○ＰＣＢ汚染物等無害化処理用設備 

無害化処理施設の設置を進め、微量ＰＣＢ汚染廃電気機器等

の処理を推進する。処理施設の設置については、同上期間内

（平成23年４月１日から平成25年３月31日まで）におおむね

10件が見込まれる。 



 

○石綿含有廃棄物等無害化処理用設備 

無害化処理施設を早急に設置し、石綿含有廃棄物の無害化を

確実に遂行する。処理施設の設置については、同上期間内（平

成23年４月１日から平成25年３月31日まで）におおむね６件

が見込まれる。 
 
 

前回要望時 

からの達成

度及び目標

に達してい

ない場合の

理 由 

 
○ＰＣＢ汚染物等無害化処理用設備 
微量ＰＣＢ汚染廃電気機器等については、平成 21年 11月に
無害化認定制度の対象となったところであり、平成 23年８月段
階で、無害化処理認定申請件数は５件、認定件数は４件となっ
ている。今後さらに申請件数が増加し、今年度は前回要望時の
目標件数を概ね達成するものと見込まれる。 
 
 
○石綿含有廃棄物等無害化処理用設備 
平成 23年８月段階で、２社に対し、環境大臣の無害化処理認

定を出しており、目標達成に向け着実に増加しているところ。
無害化処理技術の開発には実証試験用の設備の設計・設置、実
証試験の実施、排ガス・無害化処理物の分析等の試験結果の評
価、生活環境影響調査や住民調整等の事前準備が必要であり、
石綿含有廃棄物の排出量に応じた処理能力を確保するには、今
後数年程度の期間が必要である。 

これまでの 

要 望 経 緯 

 
○ＰＣＢ汚染物等無害化処理用設備 
ＰＣＢ汚染物等無害化処理用設備は、平成 13年度に拡充さ

れ、平成 15年度・平成 17年度・平成 18年度、平成 20年度税
制改正において、２年間の延長が認められた。また、平成 22年
度税制改正においては、対象を環境大臣による無害化処理認定
を受けて設置された施設に限定し、１年延長された。さらに、
平成23年度税制改正においては、特別償却率を14％から８％に
引き下げた上で、１年延長された。 
 
○石綿含有廃棄物等無害化処理用設備 
石綿含有廃棄物等無害化処理用設備は、平成 18年度に拡充さ
れ、平成 19年度税制改正において、産業廃棄物処理用設備のう
ちばい煙処理装置を石綿含有廃棄物等無害化処理用設備ととも
に使用されるものに対象を限定され、平成 20年度税制改正にお
いて、２年間の延長が認められ、平成 22年度税制改正要望にお
いて、１年間の延長が認められた。さらに、平成 23年度税制改
正においては、特別償却率を 14％から８％に引き下げた上で、
１年延長された。 
 

 


